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事業認定取消訴訟

• 土地収用法16条

起業者は、当該事業又は当該事業の施行に
より必要を生じた第三条各号の一に該当するも
のに関する事業（以下「関連事業」という。）のた
めに土地を収用し、又は使用しようとするときは、
この節の定めるところに従い、事業の認定を受
けなければならない。

20条（事業の認定の要件）
国土交通大臣又は都道府県知事は、申請に係る事業
が左の各号のすべてに該当するときは、事業の認定を
することができる。

一 事業が第三条各号の一に掲げるものに関する

ものであること。

二 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を

有する者であること。

三 事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与

するものであること。

四 土地を収用し、又は使用する公益上の必要がある

ものであること

土地収用法上の要件を満たすとし
て事業認定がなされた

↓
事業認定の取消を求める
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行政事件訴訟法3条
この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の
公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

２ この法律において「処分の取消しの訴え」と

は、行政庁の処分その他公権力の行使に当

たる行為（次項に規定する裁決、決定その他

の行為を除く。以下単に「処分」という。）の取

消しを求める訴訟をいう。

取消訴訟判決の枠組み

,

,
,

得られるべき
公共の利益

失われる私
的，公共的
利益
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行政代執行法2条

法律（法律の委任に基く命令、規則及び条例を
含む。以下同じ。）により直接に命ぜられ、又は
法律に基き行政庁により命ぜられた行為（他人
が代つてなすことのできる行為に限る。）につい
て義務者がこれを履行しない場合、他の手段に
よつてその履行を確保することが困難であり、
且つその不履行を放置することが著しく公益に
反すると認められるときは、当該行政庁は、自
ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者を
してこれをなさしめ、その費用を義務者から徴
収することができる。

行政代執行法3条
１ 前条の規定による処分（代執行）をなすには、相当の履行
期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代
執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。
２ 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその
義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をも
つて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執
行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見
積額を義務者に通知する。
３ 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の
急速な実施について緊急の必要があり、前二項に規定する
手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行を
することができる。
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